
平成27年(20日年)12月28日 号外第 31号の 5 金沢市 公報 (毎月 3回 1日 11日 21日発行)

。目 次 ページ 0金沢市における市民参画によるまちづくりの

-規 則 推進に関する条例施行規則及び金沢市におけ

0金沢市情報公開及び個人情報保護に関する条 る土地利用の適正化に関する条例施行規則の

例施行規則の一部を改正する規則(広報公聴課) 一部を改正する規則 (都市計画課) 11 

0金沢市非常勤職員の公務災害補償等に関する .教育委員会規則

条例施行規則の一部を改正する規則 0金沢市学校給食共同調理場設置条例施行規則

(人事課) 2 の一部を改正する規則 (教育総務課) 19 

0金沢市財務規則及び金沢市母子及び父子並び -公営企業管理規程

に寡婦福祉法施行細則の一部を改正する規則 0金沢市企業局会計規程の一部改正について

(財政課) 2 (企業総務課) 19 

0金沢市生活保護法施行細則の一部を改正する -公営企業訓令甲

規則 (生活支援課) 4 0金沢市企業局安全衛生委員会規程の一部改正

について (企業総務課) 29 

規 員IJ

金沢市情報公開及び個人情報保護に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成27年12月28日

金沢市長 山 野 之 義

⑨金沢市規則第71号

金沢市情報公開及び個人情報保護に関する条例施行規則の一部を改正する規則

金沢市情報公開及び個人情報保護に関する条例施行規則(平成3年規則第44号)の一部を次のように改正する。

第 7条第2項中「フレキシブルディスクカー トリ ッジ若しくは」を削る。

第12条の 2中「第24条の 2第2項」を「第24条の 3第2項」に改める。

第14条第6項中「代理人(法定代理人を除く。以下同じ。)Jを「本人の委任による代理人」に、「代理人は」を

「当該代理人は」に改め、同条第7項中「代理人」を「前2項の本人の委任による代理人」に改め、同項を同条第8

項とし、同条第6項の次に次の 1項を加える。

7 前項後段の規定は、条例第30条第 1項に規定する保有特定個人情報に係る本人の委任による代理人について準用

する。

第17条中「保有個人情報の」を「保有個人情報(事業を営む個人の当該事業に関する保有特定個人情報を含む。以

下同じ。)の」に改め、 II保有個人情報」の次に I(事業を営む個人の当該事業に関する保有特定個人情報を含む。)J

を加える。

別表中

印刷物として出力したもの 1枚につき40円

(カラー)

フレキシブルディスクカー フレキシブルデ、イ を

トリッジに複製したもの スクカートリッジ

1枚につき50円

印刷物として出力したもの I 1枚につき40円

(カラー)
に改め、同表の備考第3項中「フレキシブルデ、イ
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スクカートリッジに複製する場合は日本工業規格X6223に適合する幅90ミリメートルのものを、」を削り、「日本工業

規格X0606Jを「、日本工業規格X0606J に改める。

附則

この規則は、平成28年 1月1日から施行する。

金沢市非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成27年12月28日

金沢市長 山 野 之 義

⑨金沢市規則第72号

金沢市非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部を改正する規則

金沢市非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(昭和43年規則第16号)の一部を次のように改正する。

第 2条の 5第 2号中「第15条の 6第 3項」を「第15条の 7第 3項」に改める。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

金沢市財務規則及び金沢市母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成27年12月28日

金沢市長 山 野

⑨金沢市規則第73号

金沢市財務規則及び金沢市母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則の一部を改正する規則

(金沢市財務規則の一部改正)

第 1条 金沢市財務規則(昭和39年規則第3号)の一部を次のように改正する。

之 義

様式第24号その 1中「措置、この通知に不服がある場合における救済の方法、取消訴訟を行う場合の被告とすべ

き者及び出訴期間等」を「措置等」に改め、同様式その 2を次のように改める。
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その 2

年 月 日

様

金沢市長 固

母子・父子・寡婦福祉資金償還金納入通知書(口座振替用)

あなたの各月ごとの母子・父子・寡婦福祉資金償還金を、それぞれの納期限までに金沢市指定金融機

関、金沢市指定代理金融機関又は金沢市収納代理金融機関で納めてください。

なお、あなたの母子・父子・寡婦福祉資金償還金は、あなたが指定された預金口座から振替納付され

ます。

1 口座について

貸付番号

銀行 名

支店 名

口座名義人

口座の種類

口座番号

2 振替額・振替日について

年度

振替 年月 償還回数 償 還 金 納期限(振替日)

説明

この欄には、各納期における納付額を納期限までに納付しなかった場合において執られるべき措置等

を記入すること。

(金沢市母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則の一部改正)

第2条 金沢市母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則(平成8年規則第58号)の一部を次のように改正する。

様式第3号を次のように改める。

3 
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様式第 3号(第3条関係)

収第号

年月日

4議

金沢市長 固

母子・父子・寡婦福祉資金貸付決定通知書

先に申請のあった母子及び父子並びに寡婦福祉法に基づく貸付金について、次のとおり貸し付けることに決

定したので通知します。

ただし、目的外使用又は偽りその他不正行為等があったときは、直ちに、貸付金の全部又は一部を償還して

いただきます。

貸 付 番 下Eコ7 |貸付資金の種類 |

借 受 人 の

氏名 及 び住所

貸 イ寸 金 額

手り 子

貸 イ寸 期 間

据 置 期 間

償 還 期 間

償 還 方 法

連帯借主の

氏名及び生年月日

{庸 考

注 1 住所、氏名等の変更があったときは、届け出てください。

2 支払期日に償還金又は一時償還すべき金額を支払わなかったときは、延滞元利金額につき年 %の割合

をもって支払期日の翌日から支払当日までの日数により計算した額を違約金として加算します。

附則

この規則は、 平成28年 1月1日から施行する。

金沢市生活保護法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成27年12月28日

金沢市長 山 野 之 義

⑨金沢市規則第74号

金沢市生活保護法施行細則の一部を改正する規則

金沢市生活保護法施行細則(平成8年規則第57号)の一部を次のように改正する。

第3条第4項中 「葬祭扶助申請書」を 「生活保護法による葬祭扶助申請書」に改める。

様式第 2号中「あて先」を「宛先」に、
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種 別 延 面 積 所有者氏名 所在地 抵当権

有 有
土 (1)宅 地

生E 生'‘E、、

有 有
(2) 田 畑

主E 生圧

地

(3) 山林
有 有

そ の他 生，、E、、 生，、E、、 を

(1) 持家・貸家・貸間 延面 積 所有者氏名 所在地 抵当権

建
居住用 [し…~] 有

で囲んでく

さい。 家賃( 円)
無

物 有 有
(2)そ の他

無 無

種 Bリ 延面 積 所有者氏名 所在地 抵当権

有 有
(1) 宅 地

無 無

有 有
士 (2) 田

生E 生正

有 有
(3) 畑

地
無 無

有 有
(4) 山 林

無 無

有 有
(5)そ の他

無 無

(1) 持家 ・貸家 ・貸間

建 [し …~]
有

居住用 で囲んでく 生d‘E、、

さい。 家賃( 円)

物 有 有
(2) その他

生，、E、、 生'‘E、、

預金先 口座番号 口座氏名 預貯金額

円

円

円

円 を

円

種 類 額 面 評価概算額

円 円

-5-
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預金先 口座番号 口座氏名 預貯金額

種 類 害責 面 評価概算額

契約金 保 険 料

円 円

円 円

契約金 保険料

を

「一」 を 「自動二輪」に'[貴金属

「全て」 に、「うえ」を 「上」 に改める。

様式第 3号中

を錘一有
有

貴金属 に、 「すべて」を
主圧

仕事の内容 次回収入の 収入を得るための必要経費働いて
収入金額 (ア)一(イ)

いる者 勤め先 見込みと前
(ア) d甘ヴ 金額(イ) 差引収入額

内の名前 (会社名) 3箇月間の状況

次回

月見込み

前
月分

箇
月分

月

分
A 月分

次回

月見込み

前
月分

箇
月分

月

分
B 月分

を

6 
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仕事の内容 前 3 か 月 分
働いている

勤め 先 分
当 月 分

者 の氏名
区

(見込額) )月分 )月分 )月分
(会社名)等

収 入

必要経費①

就労 日数

収 入

必要経費②

就 労日数

収 入

必要経費③

就労 日数

必 要経費 ① 

(前月分) ② 

の主な内容 ③ 

「恩給・ 年金」 を 「恩給・ 年金等」 に、「ある者の名前」を 「ある者の氏名」に、 I(前 3箇月間」を I(前 3か月間」

EZL7;;引をヨ 金

別
一等一

物
に、 |生 命保険 等 の給付 金 lを

種 別

生 命保 険 等 の給付 金

収 入

を

収 入

円

円

円

い

L
L

名 |働 い て得た収入のな い理

を

由

氏 名 働 vミ て 千尋 た 刊文 入 の な しユ 理 由|

改める。

様式第 6号から様式第 9号までを次のように改める。

-7-
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様式第6号(第3条関係)

(宛先)金沢市長

金沢市 公報

生活保護法による葬祭扶助申請書

申請者住所

氏名

生活保護法による葬祭扶助を受けたいので、次のとおり必要書類を添えて申請します。

氏 名 生年月日

死

死亡年月日 年 月 日
葬祭を行う

者との関係
者

死亡時の住

所又は居所

葬祭予定 日 年 月 日

葬 祭 費 遺留金額 差引不足額 {蔚

円 円 円

8 

年月日

@ 

年 月 日

考
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様式第7号(第4条関係)

日月年

所

名

住

氏 4議

固金沢市長

書知通定決護保

を次のとおり決定したので通知します。

種 類 生活扶助 住宅扶助 教育扶助 生業扶助
その他

合計
の扶助

月分支給・追給額

月分支給・追給額

月分以降支給額

生活保護法による保護の開始(変更)

保護の種類、支給額及び方法1 

円

円

円

円

額追保護施設事務費等

円

円

法方f
h
 

4
寸
』支

円

円

円

介護扶助自己負担月額

医療扶助自己負担月額

日月年保護費等支払年月日2 

日月年の年月日保護の開始(変更)3 

開始(変更)決定の理由4 

この通知が申請のあった日から14日を経過した理由

備考 この決定に不服がある場合は、この通知を受けた日の翌日から起算して60日以内に石川県知事に対して審

査請求をすることができます。

また、決定の取消しの訴えは、前記の審査請求に対する裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6か月

以内に市を被告として(市長が被告の代表者となります。)提起することができます。

なお、この決定の取消しの訴えは、前記の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができ

ないこととされていますが、①審査請求があった日から50日を経過しでも裁決がないとき、②決定、決定の

執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、③その他裁決を経ないこ

とにつき正当な理由があるときは、裁決を経ないでも決定の取消しの訴えを提起することができます。

5 

9 
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様式第8号(第4条関係)

年月日

氏名 +菜

金沢市長 固

保護申請却下通知書

年 月 日付けで申請された生活保護法による保護については、次の理由で保護できないから却

下します。

1 却下の理由

2 この通知が申請のあった日から 14日を経過した理由

備考 この決定に不服がある場合は、この通知を受けた日の翌日から起算して60日以内に石川県知事に対して審

査請求をすることができます。

また、決定の取消しの訴えは、前記の審査請求に対する裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6か月

以内に市を被告として(市長が被告の代表者となります。)提起することができます。

なお、乙の決定の取消しの訴えは、前記の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができ

ないこととされていますが、①審査請求があった日から50日を経過しでも裁決がないとき、②決定、決定の

執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、③その他裁決を経ないこ

とにつき正当な理由があるときは、裁決を経ないでも決定の取消しの訴えを提起することができます。

10 



平成27年(20日年)12月28日 号外第 31号の5 金沢市 公報

様式第9号(第5条関係)

年月日

住所

氏名 4議

金沢市長 固

保護停止(廃止)決定通知書

生活保護法による保護を次のとおり停止(廃止)したので通知します。

1 停止(廃止)した保護の種類

2 停止する期間 年 月 日から

年 月 日まで

3 廃止の年月日 年月日

4 理 由

備考 この決定に不服がある場合は、この通知を受けた日の翌日から起算して60日以内に石川県知事に対して審

査請求をすることができます。

また、決定の取消しの訴えは、前記の審査請求に対する裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6か月

以内に市を被告として(市長が被告の代表者となります。)提起することができます。

なお、この決定の取消しの訴えは、前記の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができ

ないこととされていますが、①審査請求があった日から50日を経過しても裁決がないとき、②決定、決定の

執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、③その他裁決を経ないこ

とにつき正当な理由があるときは、裁決を経ないでも決定の取消しの訴えを提起することができます。

附則

1 この規則は、平成28年2月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存する改正前の様式第2号、様式第3号及び様式第6号の書式による用紙は、当分の問、

所要の調整をして使用することができる。

金沢市における市民参画によるまちづくりの推進に関する条例施行規則及び金沢市における土地利用の適正化に関

する条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成27年12月28日

金沢市長 山 野 之 義

⑨金沢市規則第75号

金沢市における市民参画によるまちづくりの推進に関する条例施行規則及び金沢市における土地利用の適正化

に関する条例施行規則の一部を改正する規則

(金沢市における市民参画によるまちづくりの推進に関する条例施行規則の一部改正)

第 l条 金沢市における市民参画によるまちづくりの推進に関する条例施行規則(平成12年規則第95号)の一部を次

のように改正する。

第3条の前の見出しを削り、同条に見出しとして I(審議会の会議)J を付し、同条の次に次の 1条を加える。

(専門部会の組織等)

第3条の 2 審議会の専門部会に、部会長を置き、 専門委員の互選によりこれを定める。

11 



平成27年(20日年)12月28日 号外第 31号の 5 金沢市 公報

2 部会長は、専門部会の事務を掌理し、専門部会を代表する。

3 部会長に事故があるときは、専門委員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

4 専門部会の会議は、必要に応じて部会長が招集する。

第4条に見出しとして r(委任)J を付し、同条中「前条」を「前2条」に改める。

第8条第 l項及び第2項中「第12条第2項」を「第12条第6項」に改め、同条第3項中「第12条第3項」を「第

12条第 7項」に改め、同条の次に次の 1条を加える。

(まちづくり協定の遵守に係る関係当事者間の協議の調整の要請)

第8条の 2 条例第12条の 3第 1項の規定による要請は、まちづくり協定の遵守に係る関係当事者間の協議の調整

要請書(様式第5号の 2) により行うものとする。

第10条の次に次の 1条を加える。

(特定関係当事者間の意見等の調整の要請)

第10条の 2 条例第14条の 2第 1項の規定による要請は、特定関係当事者間の意見等の調整要請書(様式第10号の

2) により行うものとする。

様式第4号中「あて先」を「宛先Jに、「第12条第2項Jを「第12条第6項」に、

工事施行業者 の住所

及 び 氏 名

工事施行業者 の住所

及 び 氏 名

住 民 等 '̂ の 周 知 |開始日 年 月 日

周知の内容:

住民等からの問合せ|有(問合せ件数: 件)

住民等の代表者との協議

有の場合

問合せの内容

問合せに対する対応の内容

個別説明 回

説明会の開催 回

説明の内容等

協議の要請の有無

有の場合

協議の要請の内容

協議の結果

改め、同様式の備考を同様式の備考第 l項とし、同備考に次の l項を加える。

無

有・無

2 住民等からの問合せの欄及び住民等の代表者との協議の欄は、当該欄に記入することができない場合は、

別紙に記入の上、添付してください。

様式第5号中「あて先」を「宛先」に、「第12条第3項」を「第12条第7項」に改め、同様式の次に次の 1様式

を加える。
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平成27年(20日年)12月28日 号外第 31号の 5 金沢市 公報

様式第 5号の 2 (第8条の 2関係)

まちづくり協定の遵守に係る関係当事者間の協議の調整要請書

(宛先)金沢市長

要請者住所

氏名

年月日

@ 

(要請者本人が署名する場合は、押印を省略できます。)

金沢市における市民参画によるまちづくりの推進に関する条例第12条の 3第 1項の規定によるまちづくり協

定の道守に係る関係当事者間の協議の調整を要請します。

ま ち づくり協定区域の名称

開 発 事 業 の 名 称

開 発 事 業 の 場 所

協議の相 手 方 の 住 所 及 び 氏 名

協議 の 内 容及び経過

備考

l 要請者の住所及び氏名の欄及び協議の相手方の住所及び氏名の欄には、法人にあっては、 事務所の所在

地、名称及び代表者の氏名を記入してください。

2 協議の内容及び経過の欄は、当該欄に記入することができない場合は、別紙に記入の上、添付してくだ

さい。

様式第6号中「あて先」を「宛先」に、

I[開発 事業の完了予定日| 年 月 日

開発事業の完了予定日 年 月 日

ま ち づくり協定区域の内外 内( 協定区域) ・外

工事施行業者 の住所
|を

及 び 氏 名

13 



平成27年(20日年)12月28日 号外第 31号の 5 金沢市 公報

工事施行業者 の住所

及 び 氏 名

ま 住 民 等 -̂ の 周 知 開始日 年 月 日

ち 周知の内容:

づ 住民等からの問合せ 有(問合せ件数: 件) 無
く

有の場合
り

問合せの内容
協

定

区

域 問合せに対する対応の内容

内 個別説明 回

の 説明会の開催 回

場 説明の内容等
メ口〉、

住民等の代表者との協議 協議の要請の有無 有 無

有の場合

協議の要請の内容

協議の結果

改め、同様式の備考を同様式の備考第 1項とし、同備考に次の 1項を加える。

2 住民等からの問合せの欄及び住民等の代表者との協議の欄は、当該欄に記入できない場合は、別紙に記入

してください。

様式第10号の次に次の 1様式を加える。

14 



平成27年(20日年)12月28日 号外第 31号の5

様式第10号の 2 (第10条の 2関係)

(宛先)金沢市長

金沢市 公報

特定関係当事者聞の意見等の調整要請書

要請者住所

氏名

年月日

@ 

(要請者本人が署名する場合は、押印を省略できます。)

金沢市における市民参画によるまちづくりの推進に関する条例第14条の 2第 1項の規定による特定関係当事

者間の意見等の調整を要請します。

開 発 事 業 の 名 称

開 発 事 業 の 場 所

意 見等の相手方の住所及び氏名

意見 等の内容及び経過

備考

1 要請者の住所及び氏名の欄及び意見等の相手方の住所及び氏名の欄には、法人にあっては、事務所の所

在地、名称及び代表者の氏名を記入してください。

2 意見等の内容及び経過の欄は、当該欄に記入することができない場合は、別紙に記入の上、添付してく

ださい。

(金沢市における土地利用の適正化に関する条例施行規則の一部改正)

第2条 金沢市における土地利用の適正化に関する条例施行規則(平成12年規則第97号)の一部を次のように改正す

る。

第6条第 1項及び第2項中 「第 5条第2項」を「第5条第6項」に改め、同条第3項中「第5条第3項」を「第

5条第 7項」に改め、同条の次に次の 1条を加える。

(土地利用協定の遵守に係る関係当事者間の協議の調整の要請)

第6条の 2 条例第5条の 3第 1項の規定による要請は、土地利用協定の道守に係る関係当事者間の協議の調整要

請書(様式第 5号の 2) により行うものとする。

第 8条の次に次の 1条を加える。

(特定関係当事者間の意見等の調整の要請)

第8条の 2 条例第6条の 2第 1項の規定による要請は、特定関係当事者間の意見等の調整要請書 (様式第10号の

2) により行うものとする。

様式第4号中 「あて先」を 「宛先」に、 「第 5条第2項」を「第5条第6項」に、

15 



平成27年(20日年)12月28日 号外第 31号の 5 金沢市 公報

工事施行業者 の住所

及 び 氏 名

住 民 等 -̂. の 周 知 開始日 年 月 日

周知の内容:

住 民等か b の 問合 せ 有(問合せ件数: 件) 無

有の場合

問合せの内容

問合せに対する対応の内容

個別説明 回

説明会の開催 回

説明の内容等

住民等 の 代 表 者 と の 協 議 協議の要請の有無 有 無

有の場合

協議の要請の内容

協議の結果

改め、同様式の備考を同様式の備考第 1項とし、同備考に次の 1項を加える。

2 住民等からの問合せの欄及び住民等の代表者との協議の欄は、当該欄に記入することができない場合は、

別紙に記入の上、添付してくださ い。

様式第 5号中「あて先」を「宛先」に、「第 5条第3項」を「第 5条第7項」に改め、同様式の次に次の l様式

を加える。

16 



平成27年(20日年)12月28日 号外第 31号の 5 金沢市 公報

様式第 5号の 2 (第6条の 2関係)

土地利用協定の遵守に係る関係当事者間の協議の調整要請書

(宛先)金沢市長

要請者住所

氏名

年月日

@ 

(要請者本人が署名する場合は、押印を省略できます。)

金沢市における土地利用の適正化に関する条例第5条の 3第 1項の規定による土地利用協定の遵守に係る関

係当事者間の協議の調整を要請します。

土地利 用 協 定 区 域 の 名 称

開 発 事 業 の 名 称

開 発 事 業 の 場 所

協議の相 手 方 の 住 所 及 び 氏 名

協議 の 内 容及び経過

備考

l 要請者の住所及び氏名の欄及び協議の相手方の住所及び氏名の欄には、法人にあっては、事務所の所在

地、名称及び代表者の氏名を記入してください。

2 協議の内容及び経過の欄は、当該欄に記入することができない場合は、別紙に記入の上、添付してくだ

さい。

様式第6号中「あて先」を「宛先」に、

I[開発 事業の完了予定日| 年 月 日

開発事業の完了予定日 年 月 日

ま ち づくり協定区域の内外 内( 協定区域) ・外

工事施行業者 の住所
|を

及 び 氏 名

17 



平成27年(20日年)12月28日 号外第 31号の 5 金沢市 公報

工事施行業者 の住所

及 び 氏 名

土 住 民 等 -̂ の 周 知 開始日 年 月 日

地 周知の内容:

利 住民等からの問合せ 有(問合せ件数: 件) 無
用 有の場合
協

問合せの内容
定

区

域

内 問合せに対する対応の内容

の 個別説明 回

場 説明会の開催 回

A 口 説明の内容等

住民等の代表者との協議 協議の要請の有無 有 無

有の場合

協議の要請の内容

協議の結果

改め、同様式の備考を同様式の備考第 1項とし、同備考に次の 1項を加える。

2 住民等からの問合せの欄及び住民等の代表者との協議の欄は、当該欄に記入することができない場合は、

別紙に記入の上、添付してください。

様式第10号の次に次の 1様式を加える。
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平成27年(20日年)12月28日 号外第 31号の 5 金沢市 公報

様式第10号の 2 (第8条の 2関係)

特定関係当事者聞の意見等の調整要請書

年月日

(宛先)金沢市長

要請者住所

氏名 @ 

(要請者本人が署名する場合は、押印を省略できます。)

金沢市における土地利用の適正化に関する条例第6条の 2第 1項の規定による特定関係当事者間の意見等の

調整を要請します。

開 発 事 業 の 名 称

開 発 事 業 の 場 所

意 見等の相手方の住所及び氏名

意見 等の内容及び経過

備考

1 要請者の住所及び氏名の欄及び意見等の相手方の住所及び氏名の欄には、法人にあっては、事務所の所

在地、名称及び代表者の氏名を記入してください。

2 意見等の内容及び経過の欄は、当該欄に記入する ことができない場合は、 別紙に記入の上、添付してく

ださい。

附則

この規則は、平成28年 1月1日から施行する。

教育委員会規則

金沢市学校給食共同調理場設置条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成27年12月28日

金沢市教育委員会委員長 田 港 正品
Z失 治

⑨金沢市教育委員会規則第8号

金沢市学校給食共同調理場設置条例施行規則の一部を改正する規則

金沢市学校給食共同調理場設置条例施行規則(昭和47年教育委員会規則第 5号)の一部を次のように改正する。

第 1条の表金沢市学校給食中央共同調理場の項中「新竪町小学校 味噌蔵町小学校」を 「新竪町小学校」に改め、

同表金沢市学校給食東部共同調理場の項中「材木町小学校」を 「兼六小学校」に改める。

附則

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

公営企業管理規程

金沢市企業局会計規程の一部を改正する規程をここに公布する。

平成27年12月28日

金沢市公営企業管理者 桶 ) 11 秀 志

⑨金沢市公営企業管理規程第11号

金沢市企業局会計規程の一部を改正する規程

金沢市企業局会計規程(昭和55年公営企業管理規程第 1号)の一部を次のように改正する。

第24条第2項中「速やかに」を「公営企業管理者が定める期日までに」に改める。

様式第18号を次のように改める。
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平成27年(20日年)12月28日 号外第 31号の5 金沢市 公報

様式第24号その 1(1)を同その 1第 1葉とし、同その 1(2)中「金沢市企業局出納員様」を i(宛先)金沢市企業局企

業出納員」に改め、同(2)を同その 1第2葉とし、同その 1(3)中「領収いたしました」を「領収しました」に改め、同

(3)を同その 1第 3葉とし、同様式その 2(1)を同その 2第 1葉とし、同その 2(2)中「あて先」を「宛先」に改め、同(2)

を同その 2第2葉とし、同その 2(3)中「領収いたしました」を「領収しました」に改め、同(3)を同その 2第3葉とし、

同様式その 3第 l葉を同その 3 (表紙)とし、同その 3第 2葉を同その 3第 1葉とし、同その 3第 3葉中「あて先」

を「宛先」に改め、同第 3葉を同その 3第 2葉とし、同その 3第4葉を同その 3第 3葉とし、同様式その4第 2葉中

「上記金額収入済につき」を「上記の金額を領収したので」に、「あて先」を「宛先」に改め、同様式その 5第 2葉、

同様式その6第2薬及び同様式その 7第2葉中「あて先」を「宛先」に改め、同様式に次のように加える。

その 8

第 1葉

水道・下水道 ・ガス料金公金払込書兼領収証書 (休止精算料金) (控)

NO 

盤 年 月 日休止
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川コ
お客様番号 開閉区分

引
水 道 下 水 道 ガ ス

内 給水 口径月1) 消費税等
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第2葉

水道 ・下水道 ・ガス料金公金払込書兼収入済通知書(休止精算料金)

NO 

盤 年 月 日休止

業務区分 叫
」

お客様番号 開閉区分

アゴ
区分 区分

水 道 下 水 道 ガ ス

内 給水 口径別 消費税等
使用料
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消費税等
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数

一

一
-不

一

一
指

一

一
止

一

水

一
休

一
回

ス
一
数

一

一
-不

一

一
回
目

一j
 

一
止

一

一
休

一

ガ
「
L

使用量

年 月 日

|領収 日付印|

金沢市企業局出納取扱金融機関

金沢市企業局収納取扱金融機関 | | 

(取扱底→企業局)

上記の金額を領収したので通知します。

(宛先)金沢市企業局企業出納員
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平成27年(20日年)12月28日 号外第 31号の 5 金沢市 公報

第 3葉

水道 ・下水道 ・ガス料金領収証書(休|卜精算料金)

NO 

盤 年 月 日休止

川コ
お客様番号 γ 円

月

水 道 下 水 道 ガ ス

内 給水 口径5llJ 消費税等
使用料

消費税等
早収料金 遅収差額

消費税等

使用料金 使用料金 相当額 相当額 相当額

訳

百 一
数

一;
 

一

力

一

一
指

一

一
止

一

水

一
休

一
巨E |困 ガ

I i*ll:tll7i'l& I 

ス

使用量

1 l 

上記の金額を領収しました。

年月 日

金沢市企業局企業出納員

又は金沢市企業局現金取扱員
同
凶

様式第24号の 2第2葉中 「あて先」を 「宛先」 に改め、同様式を同様式その 1とし、同様式に次のように加える。

その 2

(表紙)

公金払込書兼領収証書

No. 

年 月 日

番 ~ 番
枚

使用者氏名 受入局 払出局 書損局 残 局

枚 枚 枚 枚

Jヲ:z: 付 年 月 日

返 納 年 月 日

22 



平成27年(20日年)12月28日 号外第 31号の5 金沢市 公報

第 1葉

公金払込書兼領収証書

水 道下水道

月 分 分区 金 額
納 給水使用料金 消費税等 使用料 消費税等

相当額 相当額

I I年|月|分

円 円 円 円 円

I I I I 

I I I I I i I I i I I 

I I I I I i I I i I I 

I I I I I I I I 

I I I I I I I I 

I I I I I I I I 

|合計額| づ

第 2葉

水道 ・下水道 ・ガス料金等 収入済通知書

お客様番号 開閉区分

分雲 額 納入

水 道下水道

月 金
給水使用料金 消費税等 使用料 消'IS:税等

相当額 相当額

円 円 円 円 円

I I I I I I I I 

I I I I I I I I 

I I I I I I I I 

I I I I I I I I 

I I I I I I I I 

I I I I I I I I 

百十

上記の金額をr..収したので通知します。 (宛先)金沢市企業局企業出納員

(取扱庖→金沢市企業局)

23 

No 

4拘

ガ スガス瞥報器

早収料金遅収差額 消費税等
リー ス消費税等

相当額 料 相当額

円 円 円 円 円

金沢市企業局出納取扱金融機関

金沢市企業局収納取扱金融機関

。nゆ

‘ ~ 

No 

納

ガ スガス笹報器

早収料金遅収差額 消費税等 リース消費税等

梱当額 料 相当額

円 円 円 円 円

金沢市企業局出納取扱金融機関 ・。白砂@ 

金沢市企業局収納取扱金融機関



平成27年(20日年)12月28日 号外第 31号の5 金沢市 公報

第 3葉

水道 ・下水道ガス料金等領収証詑

| 1 1 1 1 1 1 I 

No. 

様

水 道 下 水 道 ガ スガス警報器

月 分 分区 金 額 消~税等 消~税等 消費税等 リース 消費税等
給水使用料金

相当額
使用料

相当額
早収料金 遅収差額

相当額 料 相当額

I 1 I 1 

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

1 1 1 1 

I 1 I 1 

円

1 1 1 1 
円

I 1 I 1 1 1 1 1 

1 ， 1， 
円

， ， ， ， 

I 1 I 1 

円

1 1 1 1 

円

I 1 I 1 l ' 1 1 

・E。悶1-~
百十

金沢市企業局収入事務受託者 Eヨ
上記の金額を領収しました。

その 3

第 1葉

水道 ・下水道 ・ガス料金等公金払込書兼領収証書

No 

年 月 日

1 1 
納

年 区 区 水 道 下 水 道 ガ ス ガス 聖書報器

月 分 金額
分 給水使用料金

消費税等
使用料

消費税等
早収料金 遅収差額 分区

消費税 等
リー ス料

消費税等
号 分 相 当額 相 当額 相当額 相当額

年月分 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

巨歪自 口l

金沢市企業局収 入 事務受託者 同|
陥| 門

24 



平成27年(20日年)12月28日 号外第 31号の 5 金沢市 公報

第 2葉

水道 ・下水道 ・ガス料金等収入済通知書

No 

年月日

納

年 区 区水 道 下 水 道 ガ ス ガス警報器

月 分 金額
分給水使用料金

消費税等
使用料

消費税等
早収料金 遅収差額 分区

消費税等
リース料

消費'税等
号 分 相 当額 相 当 額 相 当額 相 当額

年月分 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

|合計額| 円l
上記の金額を領収したので通知します。

(宛先)金沢市企業局企業出納員

間
二

金沢市企業局出納取扱金融機関

金沢市企業局収納取扱金融機関

第 3葉

水道 ・下水道 ・ガス料金等領収証書

N。

白 年月日

納

年 区 区水 道 下 水 道 ガ ス ガス 警報 器

月 分 金額
給水使用料金

消費税等
使用料

消費税等
早収料金 遅収差額 分区

消費税等
リース料

消費税等
号 分 分 相 当額 相 当額 相当額 相当額

年月分 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

|合計額 | 円|

上記の金額を領収しました。

金沢市企業用収入事務受託者 同|
凶|

戸
二
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平成27年(20日年)12月28日 号外第 31号の 5 金沢市 公報

その4

第 1葉

水道 ・下水道 ・ガス料金公金払込書兼領収証書(休止精算料金) (控)

NO. 

盤 年 月 日休止

業務区分

川コ
お客様番号 開閉区分

一水 道 下 水 道 ガ ス

内 給水 口径月IJ 消費税等
使 用 料

消費税等
早収料金 遅収差額

消費税等

使用料金 使用料金 相当額 相当額 相当額

訳

区 一
数

一

一一
ホ

一

一
指

一

一
止

一

水

一
休

一
liUs I 』 I i*ll:t'ii7i'~ I 使用品

ス

金沢市企業局収入事務受託者

第 2葉

水道 ・下水道・ガス料金公金払込書兼収入済通知書(休止精算料金)

NO 

盛 年 月 日休止

業務区分

川コ
お客様番号 開閉区分 竺」 区分 区分

水 道 下 水 道 ガ ス

内 給水 口径男iJ 消費税等
使 用 料

消費税等
早収料金 遅収差額

消費税等

使用料金 使用料金 相当額 相当額 相当額

訳

』
水

I i*ll:t'ii司

道

巨E 回
ガ ス

I i*ll:t'ii司 使用量

年 月 日 間二
関

関

機

機
融

融
金
金

扱

扱

取

取

納

納
出

収

局

局
業

業
企
企

市

市
沢
沢

金
金

上記の金額を領収したので通知します。

(宛先)金沢市企業局企業出納員

(取扱庖→金沢市企業局)
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平成27年(20日年)12月28日 号外第 31号の 5 金沢市 公報

第 3葉

水道 ・下水道 ・ガス料金領収証書(休止精算料金)

NO 

f蓋 年 月 日休止

お客様番号
一円

一

指桝
一

一!
 

J
 

=コヨロ

一

一

合
一

一

μ
L
 水 道 下 水 道 ガ ス

内 給水 口径別 消費税等
使 用 料

消費税等
早収料金 遅収差額

消費税等

使用料金 使用料金 相当額 相当額 相当額

訳

百
道

I fieJf1s I 
一
数

一

一
一用

一

一
指

一

一
止

一

水

一
休

一
回 I f*ll:m'l'l& I 

ス

使用量

1 |  

上記の金額を領収しました。

年月 日

金沢時局目務受託者 固

様式第39号を次のように改める。
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朝 間 開 N 4 有 ( N G ] 印 有 ) ] N 迫 N ∞ 血

第
39

号
様

式
(

第
83

条
関
係
)

固

水
道

・
下
水
道
料
金
(
督
促
)

・
ガ
ス
料
金
等
納
付
書
兼
領
収
証
書

下
記
の
金
額
を
納
め
て
く
だ
さ
い
。

年
月

日

金
沢
市
公
営
企
業
管
理
者

水
道

・
下

水
道

・

ガ
ス

料
金

等
納

付

書
(
控
)

(
使
用
者
名
)

水
道

・
下
水
道
料
金
の
督
促
と
ガ
ス
料
金
等
の
お
支
払
の
お
願
い

お
客
様
の
水
道

・
下
水
道

・
ガ
ス
料
金
等
の
お
支
払
が
ま
だ
ご
ざ
い
ま
せ
ん
の
で

、
こ
の
ハ
ガ

キ
を
お
持
ち
に
な
っ
て
裏
面
記
載
の
取
扱
金
融
機
関
又
は
コ
ン
ビ
、
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
納
め
て

く
だ
さ
い
。

郵
便

は
が

き

市 岬 W チ 判 明 ω 一 ー羽 S 印

月
分

年
月

分

※
本

状
(

月
日
現
在
作
成
)
の
発
送
と
前
後
し
て
納
付
さ
れ
た
場
合
は

、
納
付
済
み
に
も

か
か
わ
ら
ず
本
状
が
お
手
元
に
届
く
こ
と
も
あ
り
ま
す
の
で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

闘争

訳

水
道

|
使

用
量

m
3

[
給

水
使

用
料

金
|

円
|

|
消

費
税

等
相

当
額

|
円

|

日 日

今
回
検
針
日

年
月

年
月

日 日

料
金

内

前
回
検
針
日

年
月

年
月

道 一 ス

水
下

上 ガ
|

 
指

定
期

限
|

 

|
|

 

水
道

・
下
水
道

・
ガ
ス
料
金
等
収
入
済
通
知
書

う省 卦 bラ

下
水
道

庁
τ

一
定

量
m

3
1
使

用
料

|
円

|

|
消

費
税

等
相

当
額

|
円

|

円 円

早
収

料
金

消
費

税
等

相
当

額

適
用

料
金

表

3
 

m
 円

用
量

収
差

額

約
種

別

が 一 使 一 遅 一 契
期

ガ
ス
警
報
器

|
リ

ー
ス

料
|

円
|
消

費
税

等
相

当
額

|
円

|

|
金
額

|叶
ー

|
 

I
 I

ー
|

円
I

I
月

分
|

函
|
一
u様

ー l N ∞ | |

竺
|
合

計
額

|
円

|

上
記
の
金
額
を
領
収
し
ま
し
た
。

金
沢
市
企
業
局
出
納
取
扱
金
融
機
関

金
沢
市
企
業
局
収
納
取
扱
金
融
機
関

金
沢
市
企
業
局
収
入
事
務
受
託
者

「
収

日
付

印
領

収
日

付
印

l
上
記
の
金
額
を
領
収

し
た
の
で
通
知
し
ま
す
。

(
宛
先
)
金
沢
市
企
業
局
企
業
出
納
員

金
沢
市
企
業
局
出
納
取
扱
金
融
機
関

金
沢
市
企
業
局
収
納
取
扱
金
融
機
関

日

金
沢
市
企
業
局

月
年



平成27年(20日年)12月28日 号外第 31号の5 金沢市 公報

附則

1 この規程は、平成28年 2月 1日から施行する。

2 この規程の施行の日前に改正前の金沢市企業局会計規程の規定により交付された納入通知書及び督促状は、改正

後の金沢市企業局会計規程の規定にかかわらず、なお効力を有する。

公営企業訓令甲

⑨金沢市公営企業訓令甲第 2号

人
JL. 業

金沢市企業局安全衛生委員会規程(昭和47年公営企業訓令甲第 1号)の一部を次のように改正する。

平成27年12月28日

金沢市公営企業管理者 桶 ) 11 

第 2条第10号を次のように改める。

(1ω 長時間にわたる労働による職員の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関すること。

第 2条に次の 2号を加える。

(11) 職員の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関すること。

秀

(12) 前各号に掲げるもののほか、職員の危険及び健康障害の防止並びに健康の保持増進に関する重要事項

第6条第 1項を次のように改める。

委員会は、毎月 l回以上開催しなければならない。

第 6条第 3項中 13分の 2J を「半数」に改める。

本則に次の 1条を加える。

第 9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
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地番n
h
u
 

n
h
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同
口丁44 

ふ午
畠
wp玉

士

m沢金県石

人

所

所

行

行

刷

発

発

印

刷

行

円

n
uド

甚
い
ハ
リ

「
r
v
v写
ノ

Q
F
U

日
日

i

o
D
0
6
ι
叫

ヮ“

q
L

2
L

日
パ
円
月

ε
J

n
F
U
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F
U
 

年

年

弓
υ
に
d

ハ
H
V
ハ
H
v

o
，，“白
y
臼

年

年

巧

i
n
i

。ム
q
L

成

成
平

平

金沢市

金沢市役所

(株)共栄
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